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私募債の取扱状況について 
 

 

株式会社百五銀行（頭取 杉浦 雅和）は、下記のとおり、私募債（12件 1,000百万円）を引受けいたしま

したので、お知らせいたします。 

今後も当行は、法人のお客さまの多様化する資金調達ニーズに、積極的にお応えしていきます。 

  

 

記 

【発行企業の概要（公表分）】 

発行企業 代表者 住所 業種 発行額 種類 

株式会社 

タイムワールド 
後藤 信行 

名古屋市中村区名駅南一丁目 

５番 19号 
輸送用機械器具卸売業 50百万円 

百五 SDGs私募債

（企業応援型） 

NSSホールディングス 

株式会社 
米田 泰三 

新宿区西新宿六丁目８番１号 

住友不動産新宿オークタワー 
経営コンサルタント業 50百万円 

百五 SDGs私募債

（企業応援型） 

株式会社ティーエス・ 

トレーディング 
髙橋 正広 

西東京市田無町四丁目 

17番 28号 
中古品小売業 100百万円 一般私募債 

平田工業株式会社 平田 晃生 
名古屋市中川区十一番町 

五丁目６番地 
鉄スクラップ卸売業 70百万円 

百五 SDGs私募債

（企業応援型） 

日興薬品工業株式会社 加納 巖 
名古屋市天白区原二丁目 

2701番地 
清涼飲料製造業 200百万円 一般私募債 

株式会社 sumarch 鳥居 儀彰 

名古屋市中村区名駅三丁目 

28番 12号  

大名古屋ビルヂング 19Ｆ 

不動産取引業 200百万円 
百五 SDGs私募債

（企業応援型） 

F.テクノ有限会社 伊藤 朗 松阪市日丘町 1400番地の 12 建築工事業 50百万円 
百五 SDGs私募債

（寄付型） 

株式会社大和船舶工業 中村 泰幸 津市高茶屋小森町 95番地 33 船舶製造・修理業 50百万円 
百五 SDGs私募債

（寄付型） 

有限会社明和物流 南山 敦 
多気郡明和町大字山大淀 

2970番地 
運送業 30百万円 

百五 SDGs私募債

（企業応援型） 

株式会社重建 松本 滉一 松阪市下村町 860番地３ 土木工事業 100百万円 
百五 SDGs私募債

（寄付型） 

 

以 上 

 

 

 



＊『百五 SDGs 私募債（企業応援型）』は、SDGs 達成に向けた取組みを行っている企業様に対して取組み内容に応

じて私募債の基準発行利率の優遇を行います。 

＊『百五 SDGs私募債（脱炭素応援型）』は、私募債を発行する企業様に、当行が提供する脱炭素推進に関連し

たサービスが「無料」もしくは「割引」となるプレミアムを提供する商品です。 

＊『百五 SDGs私募債（寄付型）』は、寄付を通じて地域社会への貢献ニーズがある企業様が私募債を発行し、当

行が受領する手数料の一部を発行企業様が指定する教育機関、福祉機関、地方公共団体、公益法人等へ寄付を

行う商品です。 

＊上記以外の引受け分は、発行企業様の意向により、発行額などを公表しておりません。 

 

 

《資料》 

百五 SDGs私募債（脱炭素応援型）について 

名称 百五 SDGs私募債（脱炭素応援型） 

対象者 当行の私募債適債基準を満たし、カーボンニュートラルへの貢献ニーズがあるお客さま 

発行条件 

保証形式 銀行保証付 信用保証協会保証付 

発行金額 
50百万円以上 

（10百万円単位） 

30百万円以上 

（10百万円単位） 

償還方法 定時償還または期日一括償還 

償還期間 ２年～７年 

金利 固定金利 

プレミアムの 

内容 

私募債発行１回につき、以下の脱炭素応援メニューから１つお選びいただけます。 

① 当行提携先が提供するＧＨＧ排出量算定サービス 

② 百五脱炭素支援サービス 

③ 百五総合研究所が提供する脱炭素啓発セミナーの社内開催など 

 

百五 SDGs私募債（寄付型）について 

名称 百五 SDGs私募債（寄付型） 

対象者 当行の私募債適債基準を満たし、寄付を通じて地域社会への貢献ニーズがある方 

発行条件 

保証形式 銀行保証付 信用保証協会保証付 

発行金額 
50百万円以上 

（10百万円単位） 

30百万円以上 

（10百万円単位） 

償還方法 定時償還または期日一括償還 

償還期間 ２年～７年 

金利 固定金利 

寄贈者 百五銀行（寄付に関する手続きは、当行がすべて行います） 

寄贈先 発行企業様の指定する教育機関、福祉機関、地方公共団体、公益法人など 

寄贈品 書籍、備品など教育に関する物品（発行額の 0.1％～0.2％相当額となります） 

寄贈について 
・発行企業様や教育機関などからのご要望に応じて、贈呈式を行います。 

・当行からの寄贈であり、発行企業様の寄付金控除対象などには該当しません。 

スキーム図 

 

※ 審査の結果、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

当行 
私募債引受 

私募債引受手数料等 書籍や備品などを寄贈 

お客さま 教育機関など 

（寄贈先） 

お客さまが指定する教育機関、福祉機関、地方公共団体、公益法人など 


